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平成２７年度

第１８回大分県教育委員会

【議 事】

（１）議 案

第１号議案 教育庁の管理職人事について

（２）報 告

①平成２７年第４回定例県議会議案に対する教育委員会の意見について

②県立屋内スポーツ施設基本設計者選定の結果について

（３）協 議

①平成２８年度大分県教育庁等職員(埋蔵文化財担当)採用選考について

②教職員の服務について

（４）その他
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【内 容】

１ 出席者

委 員 教育長 工 藤 利 明

委員 林 浩 昭

委員 岩 崎 哲 朗

委員 松 田 順 子

委員 首 藤 照 美

委員 高 橋 幹 雄

欠席委員なし

事務局 教育次長 宮 迫 敏 郎

教育次長 落 合 弘

教育次長 大 城 久 武

参事監兼教育財務課長 岡 田 雄

参事監兼高校教育課長 岩 武 茂 代

教育改革・企画課長 能 見 駿一郎

教育人事課長 藤 本 哲 弘

福利課長 姫 野 浩 之

義務教育課長 後 藤 榮 一

生徒指導推進室長 江 藤 義

特別支援教育課長 後 藤 みゆき

社会教育課長 曽根﨑 靖

人権・同和教育課長 甲 斐 順 治

文化課長 野 尻 明 敬

体育保健課長 蓑 田 智 通

教育改革・企画課主幹 伊 藤 功 二

教育改革・企画課主査 石 丸 一 輝

２ 傍聴人 ２ 名
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開会・点呼

（工藤教育長）

それでは、委員の出席確認をいたします。

本日は、全委員が出席です。

ただいまから平成２７年度 第１８回教育委員会会議を開きます。

署名委員指名

（工藤教育長）

本日の議事録の署名委員でございますが、林職務代理者にお願いした

いと思います。

会期の決定

（工藤教育長）

本日の教育委員会会議はお手元の次第のとおりです。

会議の終了は１５時０５分を予定しています。

よろしくお願いします。

議 事

（工藤教育長）

はじめに、会議は原則として公開することとなっておりますが、会議

を公開しないことについてお諮りします。

第１号議案及び協議の①、②については、人事に関する案件ですので、

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第１４条第７項ただし書の規

定により、これを公開しないことについて委員の皆さんにお諮りいたし

ます。
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公開しないことに賛成の委員は挙手をお願いします。

（採 決）

それでは、第１号議案及び協議の①、②については、非公開といたし

ます。

本日の議事進行は、はじめに公開による議事を行い、次に非公開によ

る議事を行います。

【報 告】

①平成２７年第４回定例県議会議案に対する教育委員会の意見について

（工藤教育長）

それでは、報告第１号「平成２７年第４回定例県議会議案に対する教

育委員会の意見について」能見教育改革・企画課長から報告いたします。

（能見教育改革・企画課長）

報告第１号について説明いたします。資料３ページをお開きください。

平成２７年第４回定例県議会に上程された議案のうち、教育委員会関

係分として、中ほどの「１議案名」にある「平成２７年度大分県一般会

計補正予算（第３号）」など４議案につきまして、地方教育行政の組織

及び運営に関する法律第２９条の規定により、知事から教育委員会の意

見を求められました。

本来なら知事への回答にあたり、教育委員会であらかじめ議決してい

ただくところですが、日程の都合上、協議できませんでしたので、大分

県教育委員会の権限に属する事務の一部を教育長に委任し又は臨時に代

理させる規則第３条第１項に基づき教育長が臨時代理として処分しまし

た。

資料２ページのとおり異議のない旨回答しましたので、規則第３条第

２項に基づき、本委員会に報告いたします。

各議案の内容等につきましては、担当課長より順次説明いたしますの

で、よろしくお願いします。

（蓑田体育保健課長）

資料１９ページをお開きください。「平成２７年度大分県一般会計補

正予算（第３号）」県立スポーツ施設建設事業に係る債務負担行為の設

定について説明いたします。
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県立屋内スポーツ施設の建設事業は、２年以上の長期にわたる工事で

あり、特に平成３１年９月から始まるラグビーワールドカップのおもて

なし施設として活用することから、できるだけ早期に工事を発注し１日

も早く完成させる必要があると考えています。

こうしたことから、来年度発注予定であった実施設計についてもこれ

を前倒しして本年度中に契約できるよう、今回の１１月補正予算におい

て７９，４７６千円を債務負担行為として提案されました。

これにより、平成３１年７月末に予定していた竣工時期を、現時点の

想定では、概ね３ヶ月程度前倒しできると考えており、平成３１年９月

から始まるラグビーワールドカップに向けた準備をしっかりと行うこと

ができると考えています。

以上でございます。

（藤本教育人事課長）

資料２０ページをお開きください。「議会の議員その他非常勤の職員

の公務災害補償等に関する条例の一部改正について」説明いたします。

「１ 本条例の趣旨」にありますとおり、常勤職員の公務災害は地方

公務員災害補償法で補償されていますが、非常勤職員の公務災害につい

ては本条例で補償されています。「２ 被用者年金制度一元化」にあり

ますとおり、本年１０月１日に共済年金が厚生年金に統合されました。

これに伴い、「３」にありますとおり、常勤職員について定めた地方公

務員災害補償法施行令が改正され、９月３０日公布、１０月１日施行さ

れました。今回の条例改正は、その趣旨に準じて「４」及び「５」のと

おり、非常勤職員の公務災害補償に係る条例の規定を整備するものです。

「４ 併給調整」のように、障害共済年金と公務災害補償の併給につい

て、以前は二通りのやり方がありましたものを一元化する形への改正と

なります。

なお、「６」にありますとおり、本年１０月１日に遡及して施行の予

定です。これについては総務省の条例案に準じた取扱いとなります。

以上でございます。

（蓑田体育保健課長）

資料２６ページをお開きください。「大分県食育推進条例の制定につ

いて」教育委員会関連部分を説明いたします。

「１ 背景」についてですが、食育基本法が平成１７年に施行され、

県では大分県食の安全・安心推進条例や大分県食育推進計画の策定によ

り、生きる上で基本となる食の知識・能力を育てる食育を推進してきま

した。現在、学校給食での地産地消の取組等を進めていますが、今後さ

らに食育を県民運動として展開し、継続的・持続的な取組ができるよう

本条例を制定するものです。「２ これまでの経緯」ですが、大分県食
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育推進会議や県長期総合計画推進委員会の委員から食育の推進について

ご意見をいただいております。「３ 条例案の概要」ですが、県民の心

身の健康増進と豊かな人間形成を基本理念として、関係者の責務・役割

や基本的施策を示しています。食育推進条例の制定は九州では初、全国

では兵庫県、広島県、岐阜県に次いで４番目となります。

条例案について、教育委員会関係部分を説明いたします。資料１４ペ

ージをお開きください。

児童生徒が将来にわたって健康で豊かな生活を実現するため、食に関

する正しい知識と食を選択する力を習得し、健全な食生活を営む能力を

培うことは大変重要です。資料１５ページの第５条で、「教育関係者等

の役割」、次の１６ページの第１１条で、「学校、保育所等における食育

の推進」が示されており、学校等における食育の推進が位置づけられて

います。具体的には、栄養教諭等を中心に、学校給食や生産者との交流、

食文化の継承等を通じて食育を推進するとともに、普及啓発を図るため

１１月１９日のおおいた食の日及び食育ウィークにおいて、地場産物を

活用した学校給食や弁当の日などに取り組みます。

条例の施行日は平成２８年４月１日としております。

以上でございます。

（岡田参事監兼教育財務課長）

資料１８ページをお開きください。「大分県立学校の設置に関する条

例の一部改正について」です。説明については２７ページをお開きくだ

さい。

「１ 改正内容」ですが、大分県立佐伯豊南高等学校及び大分県立佐

伯鶴岡高等学校を廃止するものです。

「２ 改正理由」ですが、高校改革推進計画に基づき、この２校を統

合し平成２６年４月に新たな佐伯豊南高等学校を開校したことに伴い、

両校は平成２６年度から生徒の募集を停止しており、平成２５年度以前

に入学した生徒が２８年３月で卒業しますので、両校を廃止するもので

す。

「３ 施行期日」ですが、平成２８年４月１日としております。

次のページに新旧対照表を掲げておりますので、参考としてご覧願い

ます。

以上でございます。

（工藤教育長）

ただ今説明のありました報告につきまして、ご質問・ご意見等のある

方はお願いします。

（岩崎委員）
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県立スポーツ施設建設事業に係る債務負担行為について、これにより

３ヶ月程度竣工が前倒しになり、ラグビーワールドカップに向けた準備

をしっかり行えることは大変すばらしいことです。

今回の債務負担行為は全体のうちの一部に関するものであり、県民か

らすると、どの程度の費用をかけてどのようなものができるかというこ

とについて非常に関心があると思いますので、県立屋内スポーツ施設の

建設は全体でどのくらいの予算を考えており、今回の債務負担行為がど

の部分ということを説明していただきたいと思います。

（蓑田体育保健課長）

工事費については、全体で上限を６５億円と考えています。後ほどの

基本設計者選定結果の報告にて説明したいと思います。

（林職務代理者）

食育推進条例の第１１条に関して、この条例が可決されれば、栄養教

諭の役割は非常に重要になると思いますが、栄養教諭は数の面で足りて

いる状況にありますか。

（蓑田体育保健課長）

現在、栄養教諭は３１名となっています。栄養教諭の活動等を充実さ

せることも必要と思いますので、もう少し増やしたいというところです。

（林職務代理者）

この条例は栄養教諭を増やす根拠になるのではないかと思います。

（松田委員）

食育推進条例の前文で、「食」は心身の健康にとって大事だというこ

と、課題として朝食の欠食、生活習慣病の増加、加えて健全な食生活を

営む能力を培うことが極めて重要であると記載しています。私は１０年

ほど前からスクールカウンセラーとして活動する中で、高校に炭酸飲料

を販売する自動販売機が設置されていることに疑問を感じています。朝

食を食べずに炭酸飲料を飲むとカルシウムが失われ健康によくないと言

われていますので設置しない方がよいのではないですかと学校に伝えた

ところ、生徒会とＰＴＡの要望で設置しているので撤去できないと言わ

れました。

「食」をしっかりと教育していくのであれば、生活習慣病や欠食など、

栄養教諭がいなくても、保健体育の教諭が十分勉強していると思うので、

しっかり指導できるのではないでしょうか。炭酸飲料について、思春期

に摂取するのはカルシウム分が不足して特に女子に悪いという話を養護

教諭にしたところ、悪いことは承知していると言われました。これらの
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ことから、高校に炭酸飲料を販売する自動販売機を設置することについ

て高校教育課に質問したいと思います。

（岩武参事監兼高校教育課長）

生徒会の要望で設置しているという認識は全くありませんでした。自

動販売機は、学校によっては昼休みと放課後だけ使用可能というように

制限をかけており、いつでも購入できるような状態にはしていません。

そういう学校の方が多いのではないかと思います。炭酸飲料の販売の有

無については確認できていません。

（松田委員）

炭酸飲料を販売する自動販売機が設置されているので、ぜひ見ていた

だきたいと思います。学校教育の現場なのでただ食べろとか、欠食して

いるとかいうことではなくしっかり対応してもらいたいと思います。私

が勤務する大学の学生にも、朝食を欠食する学生が１０人くらいいます

が、朝食を持ってこさせて１時間目の授業の中の５分間くらいで食べさ

せ、その際に食の重要性について説明することもあります。

栄養教諭じゃなければ食に関する指導ができないという考え方もおか

しいと思います。すべての教員が学校の中で食に関する指導が十分にで

きるようにしてほしいと思います。

（蓑田体育保健課長）

高校に栄養教諭は配置されていませんが、小中学校において食に対す

る感謝の念や理解を深める取組を進めるためにも、栄養教諭が必要では

ないかと思います。

②屋内スポーツ施設基本設計者選定の結果について

（工藤教育長）

それでは、報告第２号「屋内スポーツ施設基本設計者選定の結果につ

いて」蓑田体育保健課長から報告いたします。

（蓑田体育保健課長）

県立屋内スポーツ施設整備の一環として、基本設計を行う設計者の選

定を、公募型プロポーザル方式で行っておりましたが、１１月２２日に

実施した第３回選定委員会において最優秀者等が決定しましたので報告

いたします。

最優秀者は株式会社石本建築事務所の能勢修治さん、次点者は株式会

社梓設計九州支社の永廣正邦さんです。

前回の教育委員会会議で、第１次審査終了までの経緯について説明さ
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せていただきましたが、第２次審査では公開によるプレゼンテーション

とヒアリングが行われ、第１次審査の内容を再確認した上で総合的に審

査され、最優秀者と次点者が選定されました。いずれも優れた提案ばか

りでしたが、施設の機能性、工期とコストの妥当性、デザインイメージ

の実現性等について議論を尽くし、能勢さんが最優秀者に選ばれました。

能勢さんの提案の特徴について説明いたします。まず、デザインにつ

いてですが、建築地周辺の環境・景観に配慮し、大分銀行ドームの巨大

なスケールを周辺の緑地になじませていくグラデーションとしての役割

を持たせたボリュームと外観となっています。次に、敷地内の配置につ

いてです。隣接する大分銀行ドームとの連携を重視し、メインアプロー

チに多目的アリーナの正面入口を合わせることで、両施設への円滑な人

の流れを生み出す工夫がされています。施設のコンセプトとしては、多

目的アリーナへの「上段の間」の設置、屋根部分への大量の県産材の使

用等により、建物全体に武道場としての品格を持たせることを強く意識

しています。また、「交流の土間」を利用したユニークなスポーツ振興

の提案など明確なものとなっています。さらに、ライフサイクルコスト

の低減に関しても、自然採光や通風による自然エネルギー利用等の合理

的な提案がなされています。

近く、最優秀者の所属する事務所と基本設計の業務委託に関する協議

を開始し、１２月上旬には基本設計に着手することになります。

なお、今回のプロポーザルは、あくまで設計者を決定するものです。

施設の具体的な設計作業にあたっては、設計者の優れた提案を活かしつ

つ、関係団体の要望も考慮した県としての方針を踏まえ、設計者と協議

を重ね、必要に応じて変更も加えながらよりよい施設となるよう進めて

いきたいと考えています。

以上でございます。

（工藤教育長）

ただ今説明のありました報告につきまして、ご質問・ご意見等のある

方はお願いします。

（岩崎委員）

大変すばらしいデザインだと思います。全体の予算が６５億円という

こと、また、今回の債務負担行為の額が約７，５９０万円と聞きました

が、これは当初計画の範囲内なのでしょうか。このデザインだと全体と

してどのくらいの額になりそうですか。

（蓑田体育保健課長）

今回の基本設計者選定におきましては、武道競技の推進拠点として活

用できる施設整備など７つの整備基本方針を示すとともに、全体工事費
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を６５億円を上限として設定して提案を募集しましたので、基本的には

６５億円を超えることはありません。

（岩崎委員）

今後、建設業者を決める段階で金額が固まるということですか。

（蓑田体育保健課長）

基本設計の後に行われる実施設計の段階で、概ね金額は固まることと

なると思いますが、上限は６５億円ということを前提としています。

（工藤教育長）

債務負担行為については、１４，０００㎡程度でおおよそ８，０００

万円弱と面積から積算した金額ですが、全体工事費については６５億円

が大前提ですので、その範囲内で収めていくつもりで考えています。

（林職務代理者）

日田高校の体育館は県産材を使用しており、とてもすばらしいもので

すが、屋内スポーツ施設はそれよりも大きい建物になるのですか。

（蓑田体育保健課長）

大きくなりますが、全てが木材ではなく鉄骨も使われます。

（松田委員）

オランダ等の学校に行ったときに、光を入れてなるべくライトを使わ

ないようにしているとの説明を受けました。日本の体育館では、天気の

いい日でも電気を付けるところがあります。光の取り入れ方はどのよう

になっていますか。エコな電気を使うのでしょうか。

（蓑田体育保健課長）

図にあるように、光を十分に取り入れられるようガラスが取り入れら

れています。通気性についても、配慮されています。

（高橋委員）

競技によっては、光のために見えにくくなることがあると思います。

ガラスが磨りガラスなのかクリアなガラスなのかということもあると思

いますが、光が入ると審判が判断しにくいことも考えられますので、そ

こは配慮していただきたいと思います。

（蓑田体育保健課長）

そこは、これから競技団体の意見も聴きながら、考えていきたいと思
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います。

（高橋委員）

ぜひ、いいものをつくっていただきたいと思います。

（工藤教育長）

それでは、先に非公開と決定しました議事を行いますが、その前に、

公開でその他、何かございませんか。

【その他】

①大分県武道祭について

（高橋委員）

１２月６日（日）に県立総合体育館で、大分県武道祭が開催されます。

武道教育が始まったこと、また、屋内スポーツ施設の整備も行われます

ので、ぜひ見学していただきたいと思います。よろしくお願いします。

（工藤教育長）

議会中のため、最後まで見ることはできませんが、私も出席しますの

で、委員の皆さんも行ける方はよろしくお願いします。

（松田委員）

武道とダンスが必修化されましたが、中学校段階でどのような種目が

実際に行われているのでしょうか。

（蓑田体育保健課長）

武道では柔道、剣道、相撲、なぎなた、それを踏まえて空手ができる

ようになっています。空手だけではできませんが、柔道と空手ではでき

るようになっています。また、それらの講習会を行っています。同様に

ダンスも研修を行っています。

（松田委員）

ダンスは自分で講習会を行いますので、どのようなことをするのか知

っていますが、義務教育段階で武道はどのようなことをするのか知りた

くて質問しました。ありがとうございました。

（工藤教育長）
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他にございませんでしょうか。

では、先に非公開と決定しました議事を行いますので、関係課室長の

み在室とし、その他の課室長及び傍聴人は退出してください。

（関係課以外及び傍聴人退出）

【議 案】

第１号議案 教育庁の管理職人事について

（工藤教育長）

第１号議案の審議に先立ち、同議案の記録及び会議録の扱いについて、

はじめにお諮りします。

大分県教育委員会会議規則第１４条第２項の規定では、「議事録中議

事に関する部分は、要領筆記によって記録するものとする。ただし、教

育長は、委員の同意を得て、記録する必要のない事項については、これ

を除くことができる」となっています。

第１号議案の議事は、職員の人事異動に関することですので、これを

記録することは適当でないと考えます。従って、同条同項のただし書き

を適用して、記録する必要のない事項としたいので、委員の同意を求め

ます。

賛成の委員は挙手をお願いします。

（挙 手）

委員の同意を得ましたので、そのように取り扱います。

では、ただ今から、第１号議案の審議を始めますが、本議案の審議に

必要な職員のみ在室を認めます。記録をする職員及びその他の職員は退

出してください。

【協 議】

①平成２８年度大分県教育庁等職員（埋蔵文化財担当）採用選考について

（工藤教育長）
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それでは、協議の①「平成２８年度大分県教育庁等職員（埋蔵文化財

担当）採用選考について」藤本教育人事課長から説明いたします。

（説 明）

（工藤教育長）

ご質問・ご意見のある方はお願いします。

（質疑・意見等）

（工藤教育長）

ご意見を踏まえて、進めてまいりたいと思います。

②教職員の服務について

（工藤教育長）

それでは、協議の②「教職員の服務について」藤本教育人事課長から

説明いたします。

（説 明）

（工藤教育長）

ご質問・ご意見のある方はお願いします。

（質疑・意見等）

（工藤教育長）

ご意見を踏まえて、考えていきたいと思います。

（工藤教育長）

それでは、最後にその他、何かございませんか。

ないようですので、これで平成２７年度第１８回教育委員会会議を閉

会します。

お疲れ様でした。



平成27年度第18回大分県教育委員会会議次第

日時 平成２７年１２月１日（火）

１３：３５～１５：０５

場所 教育委員室

１ 開 会

２ 署名委員の指名

３ 議 題

（１）議 案

第１号議案 教育庁の管理職人事について

（２）報 告

①平成２７年第４回定例県議会議案に対する教育委員会の意見について

②県立屋内スポーツ施設基本設計者選定の結果について

（３）協 議

①平成２８年度大分県教育庁等職員（埋蔵文化財担当）採用選考について

②教職員の服務について

（４）その他

４ 閉 会
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６
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２
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０
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２
８

Ｈ
２
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４
ヶ
月
）

実
施
設
計
（
約
８
ヶ
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）
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計
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４
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）

設
計
ス
ケ
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ュ
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ル
の
変
更

変
更
前

変
更
後

当
初
予
定
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工
時
期

Ｈ
３
１
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月
末

３
ヶ
月
程
度

前
倒
し
が
可
能
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地方公務員災害補償法

議会の議員その他非常勤職員の公務災害補償等に関する条例

「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律」　公布：H24.8.22　施行：H27.10.1

【制度改正前】

「地方公務員災害補償法施行令改正」　公布：H27.9.30　施行：H27.10.1

障害厚生年金と本条例で支給する公務災害による 障害厚生年金と本条例で支給する公務災害による

「障害補償年金」が併給される場合、障害補償年金 「障害補償年金」が併給される場合、障害補償年金

を減額 を減額（左記①と同様）

障害共済年金と本条例で支給する公務災害による

「障害補償年金」が併給される場合、障害共済年金

を減額

　　本条例を平成２７年第４回定例会に上程

　　　（施行予定日：総務省条例案に準じH27.10.1に遡及）

障害厚生年金

（厚生年金）

公務災害の障害補償年金

（本条例により支給）

＋

（共済年金）

＋

障害共済年金
減額

障害厚生年金

（厚生年金）

＋

公務災害の障害補償年金
減額

（本条例により支給）

議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部改正について

①

②

対　　　象 適用法・条例

　議会の議員その他非常勤の職員の公務災害について本条例で補償
　（常勤職員は地方公務員災害補償法で補償）

【制度改正後】

公務災害の障害補償年金

（本条例により支給）
減額

常勤職員

議会の議員・非常勤職員

２ 被用者年金制度一元化（厚生年金と共済年金を厚生年金に統一）

国民年金

厚生年金 共済年金

職域部分

国民年金

厚生年金

４ 併給調整（制度改正前）

１ 本条例の趣旨

５ 併給調整（一元化後）

６ 条例改正・施行について

３ 常勤職員に係る公務災害補償の改正
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金

傷
病
補
償
年
金

規
定
す
る
給
付
の
う
ち
障
害
共
済
年
金
（
以
下

う

）

「
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
改
正
前
国
共
済
法

。

○
・
八
八

障
害
厚
生
年
金
（
当
該
補
償
の
事
由
と
な
つ
た

に
よ
る
障
害
共
済
年
金
」
と
い
う

）
若
し
く

。

障
害
に
つ
い
て
障
害
基
礎
年
金
が
支
給
さ
れ
る

○
・
八
六

は
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
附
則
第
六
十
一
条

場
合
を
除
く

）

第
一
項
に
規
定
す
る
給
付
の
う
ち
障
害
共
済
年

。

障
害
基
礎
年
金
（
当
該
補
償
の
事
由
と
な
つ
た

金
（
以
下
「
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
改
正
前

地
共
済
法
に
よ
る
障
害
共
済
年
金

と
い
う

国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
（
昭

」

。
）

障
害
に
つ
い
て

和
三
十
三
年
法
律
第
百
二
十
八
号
）
若
し
く
は

が
支
給
さ
れ
る
場
合
を
除
く

）
。

地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
（
昭
和
三
十
七
年

法
律
第
百
五
十
二
号
）
の
規
定
に
よ
る
障
害
共

国
民
年
金
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭

済
年
金
（
以
下
単
に
「
障
害
共
済
年
金
」
と
い

和
六
十
年
法
律
第
三
十
四
号
。
以
下
「
国
民
年

金
等
改
正
法
」
と
い
う

）
附
則
第
八
十
七
条

又
は

が
支
給
さ
れ
る
場

。

○
・
七
五

う

）

障
害
厚
生
年
金

。

第
一
項
に
規
定
す
る
年
金
た
る
保
険
給
付

合
を
除
く

）

の
う

。

○
・
八
八

ち

に
よ
る

障
害
年
金
（
以
下
「
旧
船
員
保
険
法

障
害
年
金
」
と
い
う

）。

国
民
年
金
等
改
正
法
附
則
第
七
十
八
条
第
一
項

○
・
七
五

に
規
定
す
る
年
金
た
る
保
険
給
付

障
害

の
う
ち

年
金
（
以
下
「
旧
厚
生
年
金
保
険
法

障

に
よ
る

害
年
金
」
と
い
う

）。

国
民
年
金
等
改
正
法
附
則
第
三
十
二
条
第
一
項

○
・
八
九

に
規
定
す
る
年
金
た
る
給
付

障
害
年
金

の
う
ち

（
以
下
「
旧
国
民
年
金
法

障
害
年
金
」

に
よ
る

と
い
う

）。

障
害
厚
生
年
金

及
び
障
害
基
礎
年
金

○
・
七
三

旧
船
員
保
険
法

障
害
年
金

○
・
七
四

等

の

障
害
厚
生
年
金

（
当
該
補
償
の
事
由
と
な
つ

旧
厚
生
年
金
保
険
法

障
害
年
金

○
・
七
四

等

の
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た
障
害
に
つ
い
て
障
害
基
礎
年
金
が
支
給
さ
れ

○
・
八
三

旧
国
民
年
金
法

障
害
年
金

○
・
八
九

の

る
場
合
を
除
く

）

障
害
厚
生
年
金
及
び
障
害
基
礎
年
金

○
・
七
三

。

障
害
基
礎
年
金
（
当
該
補
償
の
事
由
と
な
つ
た

障
害
厚
生
年
金
（
当
該
補
償
の
事
由
と
な
つ
た

障
害
に
つ
い
て

又
は

障
害
に
つ
い
て
障
害
基
礎
年
金
が
支
給
さ
れ
る

○
・
八
三

障
害
厚
生
年
金
等

平
成
二

障
害
補
償
年
金

障
害
補
償
年
金

場
合
を
除
く

）

十
四
年
一
元
化
法
改
正
前
国
共
済
法
に
よ
る
障

○
・
八
八

。

障
害
基
礎
年
金
（
当
該
補
償
の
事
由
と
な
つ
た

害
共
済
年
金
若
し
く
は
平
成
二
十
四
年
一
元
化

法
改
正
前
地
共
済
法
に
よ
る
障
害
共
済
年
金

障
害
共
済
年
金

障
害
厚
生

が

障
害
に
つ
い
て

又
は

○
・
八
八

支
給
さ
れ
る
場
合
を
除
く

）

が
支
給
さ
れ
る
場
合
を
除
く

）

。

。

年
金

旧
船
員
保
険
法

障
害
年
金

○
・
七
四

に
よ
る

旧
厚
生
年
金
保
険
法

障
害
年
金

○
・
七
四

に
よ
る

旧
国
民
年
金
法

障
害
年
金

○
・
八
九

に
よ
る

厚
生
年
金
保
険
法

遺
族
厚
生
年
金

国
民
年
金
等
改
正
法
附
則
第
八
十
七
条
第
一
項

に
よ
る

又
は

に
規
定
す
る
年
金
た
る
保
険
給
付

○
・
八
○

平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
附
則
第
四
十
一
条
第

に
該
当
す
る

遺
族
年
金

一
項
の
規
定
に
よ
る
遺
族
共
済
年
金
若
し
く
は

国
民
年
金
等
改
正
法
附
則
第
七
十
八
条
第
一
項

平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
附
則
第
六
十
五
条
第

（
以
下
単

に
規
定
す
る
年
金
た
る
保
険
給
付

○
・
八
○

一
項
の
規
定
に
よ
る
遺
族
共
済
年
金

に
該
当
す
る

○
・
八
○

に
「
遺
族
厚
生
年
金

」
と
い
う

）
及
び
国

遺
族
年
金

等

。

民
年
金
法

遺
族
基
礎
年
金
（
国
民
年
金

国
民
年
金
等
改
正
法
附
則
第
三
十
二
条
第
一
項

に
よ
る

○
・
九
○

等
改
正
法
附
則
第
二
十
八
条
第
一
項
の
規
定

に
規
定
す
る
年
金
た
る
給
付

母
子

に

に
該
当
す
る

遺
族
基
礎
年
金
を
除
く
。
以
下
単
に
「
遺

年
金
、
準
母
子
年
金
、
遺
児
年
金
又
は
寡
婦
年

よ
る

族
基
礎
年
金
」
と
い
う

）

金

。

遺
族
厚
生
年
金

（
当
該
補
償
の
事
由
と
な
つ

厚
生
年
金
保
険
法

遺
族
厚
生
年

等

の
規
定
に
よ
る

（

「

」

。
）

た
死
亡
に
つ
い
て
遺
族
基
礎
年
金
が
支
給
さ
れ

○
・
八
四

金

以
下
単
に

遺
族
厚
生
年
金

と
い
う

る
場
合
を
除
く

）

及
び
国
民
年
金
法

遺
族
基
礎
年

。

の
規
定
に
よ
る

遺
族
基
礎
年
金
（
当
該
補
償
の
事
由
と
な
つ
た

金
（
国
民
年
金
等
改
正
法
附
則
第
二
十
八
条
第

○
・
八
○

死
亡
に
つ
い
て

又
は

一
項
の
規
定

遺
族
基
礎
年

遺
族
厚
生
年
金
等

平
成
二

に
よ
り
支
給
さ
れ
る

遺
族
補
償
年
金

金
を
除
く
。
以
下
単
に
「
遺
族
基
礎
年
金
」
と

十
四
年
一
元
化
法
附
則
第
三
十
七
条
第
一
項
に

い
う

）

遺
族
補
償
年
金

○
・
八
八

規
定
す
る
給
付
の
う
ち
遺
族
共
済
年
金
若
し
く

。

遺
族
厚
生
年
金
（
当
該
補
償
の
事
由
と
な
つ
た

は
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
附
則
第
六
十
一
条

死
亡
に
つ
い
て
遺
族
基
礎
年
金
が
支
給
さ
れ
る

○
・
八
四

第
一
項
に
規
定
す
る
給
付
の
う
ち
遺
族
共
済
年
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が
支
給
さ
れ
る
場
合
を
除
く

）
又
は

場
合
を
除
く

）

金

国
民

。

。

寡
婦
年
金

遺
族
基
礎
年
金
（
当
該
補
償
の
事
由
と
な
つ
た

年
金
法
に
よ
る

国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
若
し

国
民
年
金
等
改
正
法
附
則
第
八
十
七
条
第
一
項

死
亡
に
つ
い
て

の
う
ち

く
は
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
の
規
定
に
よ

に
規
定
す
る
年
金
た
る
保
険
給
付

遺
族

○
・
八
○

年
金

又
は

が
支
給

る
遺
族
共
済
年
金

遺
族
厚
生
年
金

○
・
八
八

国
民
年
金
等
改
正
法
附
則
第
七
十
八
条
第
一
項

さ
れ
る
場
合
を
除
く

）
又
は
寡
婦
年
金

。

に
規
定
す
る
年
金
た
る
保
険
給
付

遺
族

○
・
八
○

の
う
ち

年
金

国
民
年
金
等
改
正
法
附
則
第
三
十
二
条
第
一
項

に
規
定
す
る
年
金
た
る
給
付
の
う
ち
母
子
年

○
・
九
○

２

金
、
準
母
子
年
金
、
遺
児
年
金
又
は
寡
婦
年
金

略

２

休
業
補
償
の
額
は
、
同
一
の
事
由
に
つ
い
て
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
法
律

に
よ
る
年
金
た
る
給
付
が
支
給
さ
れ
る
場
合
に
は
、
当
分
の
間
、
こ
の
条
例
の

規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
条
例
の
規
定
に
よ
る
休
業
補
償
の
額
に
、
同
表
の

上
欄
に
掲
げ
る
法
律
に
よ
る
年
金
た
る
給
付
の
種
類
に
応
じ
同
表
の
下
欄
に
掲

げ
る
率
を
乗
じ
て
得
た
額
（
そ
の
額
が
こ
の
条
例
の
規
定
に
よ
る
休
業
補
償
の

額
か
ら
同
一
の
事
由
に
つ
い
て
支
給
さ
れ
る
当
該
年
金
た
る
給
付
の
額
の
合
計

額
を
三
百
六
十
五
で
除
し
て
得
た
額
を
控
除
し
た
残
額
を
下
回
る
場
合
に
は
、

当
該
残
額
）
と
す
る
。

障
害
厚
生
年
金

及
び
障
害
基
礎
年
金

○
・
七
三

旧
船
員
保
険
法

障
害
年
金

○
・
七
五

等

の

○
・
八
六

○
・
七
五

障
害
厚
生
年
金

（
当
該
補
償
の
事
由
と
な
つ
た
障
害
に
つ
い
て

旧
厚
生
年
金
保
険
法

障
害
年
金

等

の

障
害
基
礎
年
金
が
支
給
さ
れ
る
場
合
を
除
く

）。

障
害
基
礎
年
金
（
当
該
補
償
の
事
由
と
な
つ
た
障
害
に
つ
い
て

旧
国
民
年
金
法

障
害
年
金

障

の

害
厚
生
年
金
等

平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
改
正
前
国
共
済
法

又
は

○
・
八
八

○
・
八
九

に
よ
る
障
害
共
済
年
金
若
し
く
は
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
改
正

が
支
給
さ
れ
る
場
合
を
除

前
地
共
済
法
に
よ
る
障
害
共
済
年
金

く

）。
旧
船
員
保
険
法

障
害
年
金

○
・
七
五

障
害
厚
生
年
金
及
び
障
害
基
礎
年
金

○
・
七
三

に
よ
る

○
・
七
五

○
・
八
六

旧
厚
生
年
金
保
険
法

障
害
年
金

障
害
厚
生
年
金
（
当
該
補
償
の
事
由
と
な
つ
た
障
害
に
つ
い
て
障

に
よ
る

害
基
礎
年
金
が
支
給
さ
れ
る
場
合
を
除
く

）。
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○
・
八
九

○
・
八
八

旧
国
民
年
金
法

障
害
年
金

障
害
基
礎
年
金
（
当
該
補
償
の
事
由
と
な
つ
た
障
害
に
つ
い
て

に
よ
る

障。
）

害
共
済
年
金

障
害
厚
生
年
金

又
は

が
支
給
さ
れ
る
場
合
を
除
く
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「
大
分
県
食
育
推
進
条
例
」
の
制
定
に
つ
い
て

【
食
育
推
進
条
例
の
制
定
は
、
九
州
で
は
初
。
全
国
で
は
４
番
目
と
な
る
。
】

平
成
1
7
年
「
食
育
基
本
法
」
施
行

平
成
1
7
年
「
大
分
県
食
の
安
全
・
安
心
推
進
条
例
」施
行

（
第
2
4
条
で
県
の
食
育
推
進
を
規
定
）

平
成
18
年
「大
分
県
食
育
推
進
計
画
」策
定
（5
か
年
計
画
。
現
在
、
2期
目
の
最
終
年
）

・
子
ど
も
た
ち
を
取
り
巻
く
食
環
境
の
変
化
（６
つ
の
「こ
食
」等
）

・若
い
世
代
の
朝
食
欠
食
、
生
活
習
慣
病
の
増
加

・平
均
寿
命
と
健
康
寿
命
の
差
が
長
い
（「
健
康
寿
命
日
本
一
」へ
の
取
組
）

課 題 こ
れ
ら
の
課
題
を
解
決
す
る
た
め
に
は
、
県
民
一
人
ひ
と
り
が
食
へ
の
関
心
を
高
め
、

食
育
を
実
践
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
⇒
 食
育
を
「県
民
運
動
」と
し
て
展
開
し
、
継

続
的
・持
続
的
な
取
組
が
で
き
る
よ
う
本
条
例
を
制
定
す
る
。

１
背

景

２
こ
れ
ま
で
の
経
緯

３
条
例
案
の
概
要

「
食
」
に
関
す
る
正
し
い
知
識
と
「
食
」
を
選
択
す
る
力
を
習
得
し
、
健
全
な
食
生
活
を
営

む
能
力
を
培
う
こ
と
が
き
わ
め
て
重
要
で
あ
り
、
県
、
市
町
村
、
県
民
の
連
携
と
協
働
に

よ
り
、
生
涯
に
わ
た
る
健
全
な
食
生
活
の
実
現
を
目
指
し
て
食
育
を
推
進
す
る
。

〔
第
１
章
〕
総
則
（
第
１
～
９
条
）

目
的
、
基
本
理
念
、
関
係
者
の
責
務
・
役
割
等
を
規
定
。

①
目

的
＝
食
育
に
関
す
る
施
策
を
総
合
的
か
つ
計
画
的
に
推
進
し
、

県
民
の
健
康
で
豊
か
な
生
活
の
実
現
に
資
す
る
。

②
基
本
理
念
＝
県
民
の
心
身
の
健
康
増
進
と
豊
か
な
人
間
形
成
に
資
す
る
。

食
へ
の
感
謝
の
念
や
理
解
が
深
ま
る
よ
う
食
育
を
推
進
す
る
。

食
育
は
、
県
、
市
町
村
、
県
民
の
連
携
と
協
働
で
行
わ
れ
る
。

③
関
係
者
の
責
務
・
役
割

・
県
の
責
務
･･
･
総
合
的
施
策
を
策
定
し
、
実
施
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

・
関
係
者
の
役
割
･･
･
県
民
、
教
育
関
係
者
、
農
林
水
産
業
者
、
食
品
関
連

事
業
者
の
食
育
推
進
へ
の
努
力
義
務

〔
第
２
章
〕
基
本
的
施
策
（
第
１
０
～
１
８
条
）

①
家
庭
、
職
場
及
び
地
域
社
会
に
お
け
る
食
育
の
推
進
（
第
1
0
条
）

②
学
校
、
保
育
所
等
に
お
け
る
食
育
の
推
進
（
第
1
1
条
）

③
生
産
者
と
消
費
者
と
の
交
流
の
促
進
（
第
1
2
条
）

④
地
産
地
消
の
促
進
（
第
1
3
条
）

⑤
食
文
化
の
継
承
の
た
め
の
取
組
の
促
進
（
第
1
4
条
）

⑥
環
境
に
配
慮
し
た
食
育
の
推
進
（第
1
5条
）

⑦
食
育
活
動
者
の
育
成
（第
1
6条
）

⑧
食
育
の
推
進
に
関
す
る
情
報
提
供
（
第
1
7
条
）

⑨
お
お
い
た
食
の
日
及
び
お
お
い
た
食
育
ウ
ィ
ー
ク
（
第
18
条
）

〔
第
３
章
〕
大
分
県
食
育
推
進
会
議
、
大
分
県
食
育
推
進
計
画

①
大
分
県
食
育
推
進
会
議
の
設
置
⇒
 県
食
育
推
進
計
画
の
策
定
、
そ
の
実
施
に
関

す
る
事
項
を
審
議
。
委
員
2
5
人
以
内
（
任
期
2
年
、
再
任
可
）

②
大
分
県
食
育
推
進
計
画
の
策
定
す
る
⇒
 食
育
基
本
法
に
基
づ
く
県
計
画
。
食
育
に

関
す
る
施
策
の
基
本
方
針
、
目
標
等
を
定
め
る
。

実
現
す
る
た
め
の
方
策

下
支
え

施
行
日
：
平
成
2
8
年
4
月
1
日

平
成
2
6年
7月

・
多
様
な
主
体
が
参
加
で
き
る
テ
ー
マ
を
設
け
る
な
ど
、
統
一
的
な
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
で

食
育
を
盛
り
上
げ
て
い
く
よ
う
な
覚
悟
を
決
め
た
取
組
を
し
て
ほ
し
い

平
成
2
6年
8月

・
食
育
と
子
育
て
を
つ
な
げ
て
い
く
取
組
を
進
め
る
と
よ
い

・
食
を
通
じ
た
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
づ
く
り
が
大
切

平
成
2
7年
4月

・
条
例
制
定
等
に
つ
い
て
活
発
な
議
論

平
成
2
7年
6月

・
恩
賜
財
団
母
子
愛
育
会
大
分
県
支
部
･･
･
会
員
1,
3
35
名

・
県
食
生
活
改
善
推
進
協
議
会

･･
･
会
員
2,
5
29
名

・
県
栄
養
士
会

･･
･
会
員

77
3名

平
成
2
7年
9月

～
1
0月

・
H2
7.
9
.7
～
10
.6
（
７
人
、
１
３
件
）

大
分
県
食
育
推
進
会
議
（
外
部
有
識
者
20
名
で
構
成
）

「
安
心
・
活
力
・
発
展
プ
ラ
ン
２
０
０
５
」
推
進
委
員
会

３
つ
の
団
体
か
ら
条
例
制
定
の
要
望
書
が
提
出
さ
れ
る

県
民
意
見
募
集
（
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
）

大
分
県
食
育
推
進
会
議

〔
前
文
〕
食
育
推
進
の
決
意

-１
-
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大分県立学校の設置に関する条例の一部改正について

１ 改正内容

(1) 県立佐伯豊南高等学校及び県立佐伯鶴岡高等学校の廃止

設置条例別表の高等学校の部の大分県立佐伯豊南高等学校の項及び大

分県立佐伯鶴岡高等学校の項を削る。

(2) 規定の整備

同部の大分県立佐伯豊南高等学校（平成二十五年度に設置されたもの

をいう。） の項中「（平成二十五年度に設置されたものをいう。）」を削る。

２ 改正理由

「高校改革推進計画 後期再編整備計画」に基づき、県立佐伯豊南高等

学校及び県立佐伯鶴岡高等学校を統合し、新たに県立佐伯豊南高等学校を

平成２６年４月に開校（設置は平成２５年１０月）した。

これに伴い、県立佐伯豊南高等学校及び県立佐伯鶴岡高等学校の生徒の

募集を平成２６年度から停止した。

生徒募集を停止した２校については、在籍している生徒への配慮として、

平成２５年度以前に入学した生徒が卒業するまでの間存続することとして

いるところ、平成２８年３月をもってこれらの生徒が卒業するため、今回

廃止するものである。

３ 施行期日

平成２８年４月１日から施行する。
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大
分
県
立
大
分
豊
府
中
学
校

　
　
　
名
　
　
　
称

〈
略

〉

　
　
　
名
　
　
　
称

〈
略

〉

大
分
県
立
三
重
総
合
高
等
学
校

大
分
県
立
佐
伯
豊
南
高
等
学
校

（
削
る

）

（
削
る

）

大
分
県
立
佐
伯
鶴
城
高
等
学
校

〈
略

〉

大
分
県
立
高
田
高
等
学
校

　
　
　
名
　
　
　
称

大
分
市
羽
屋
六
○
○
番
地
一

　
　
　
　
位
　
　
　
置

〈
略

〉

　
　
　
　
位
　
　
　
置

〈
略

〉

豊
後
大
野
市
三
重
町
秋
葉
一

、
〇
一
〇
番
地

佐
伯
市
大
字
鶴
望
二

、
八
五
一
番
地
一

（
削
る

）

（
削
る

）

佐
伯
市
城
下
東
町
七
番
一
号

〈
略

〉

豊
後
高
田
市
玉
津
一

、
八
三
四
番
地
一

　
　
　
　
位
　
　
　
置

大
分
県
立
大
分
豊
府
中
学
校

　
　
　
名
　
　
　
称

〈
略

〉

　
　
　
名
　
　
　
称

〈
略

〉

大
分
県
立
三
重
総
合
高
等
学
校

大
分
県
立
佐
伯
豊
南
高
等
学
校

（
平
成
二
十
五

年
度
に
設
置
さ
れ
た
も
の
を
い
う

。

）

大
分
県
立
佐
伯
鶴
岡
高
等
学
校

大
分
県
立
佐
伯
豊
南
高
等
学
校

大
分
県
立
佐
伯
鶴
城
高
等
学
校

〈
略

〉

大
分
県
立
高
田
高
等
学
校

　
　
　
名
　
　
　
称

大
分
市
羽
屋
六
○
○
番
地
一

　
　
　
　
位
　
　
　
置

〈
略

〉

　
　
　
　
位
　
　
　
置

〈
略

〉

豊
後
大
野
市
三
重
町
秋
葉
一

、
〇
一
〇
番
地

佐
伯
市
大
字
鶴
望
二

、
八
五
一
番
地
一

佐
伯
市
大
字
鶴
望
二

、
八
五
一
番
地
一

佐
伯
市
鶴
岡
町
二
丁
目
二
番
一
号

佐
伯
市
城
下
東
町
七
番
一
号

〈
略

〉

豊
後
高
田
市
玉
津
一

、
八
三
四
番
地
一

　
　
　
　
位
　
　
　
置

中
学
校
の
部

特
別
支
援
学
校
の
部

　
　
　
　
　
　
　
　
※
表
中
の
　
　
　
（

破
線
）
は
そ
の
部
分
の
名
称
及
び
位
置
の
省
略
を
表
す
。

大
分
県
立
学
校
の
設
置
に
関
す
る
条
例

(

昭
和
三
十
九
年
大
分
県
条
例
第
五
十
七
号

）
　
新
旧
対
照
表

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
新

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
旧

高
等
学
校
の
部

中
学
校
の
部

別
表

（
第
二
条
関
係

）

別
表

（
第
二
条
関
係

）

特
別
支
援
学
校
の
部

高
等
学
校
の
部
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大分県立屋内スポーツ施設基本設計者選定の結果について

平成２７年１１月２２日に開催した第３回県立屋内スポーツ施設設計者選定委員会

（第２次審査）において、最優秀者及び次点者が下記のとおり決定しました。

１ 最優秀者

受付番号 応募者 所属事務所

４ 能勢 修治 株式会社 石本建築事務所

【選定委員会講評】

建設地周辺の環境・景観に配慮し、ドームの巨大なスケールを周辺の里山の緑地

になじませていくグラデーションとしての役割を持たせた外観の提案となっていま

す。

アリーナ部分を含めた建物全体が武道場としての品格を備えるとともに「交流の

土間」を利用したスポーツ振興に対するユニークな提案もなされ、施設としてのコ

ンセプトが明確なことが特徴となっています。

また、自然採光や通風による自然エネルギー利用に関する合理的な提案もあり、

最優秀者としました。

２ 次 点 者

受付番号 応募者 所属事務所

１０ 永廣 正邦 株式会社 梓設計九州支社
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